
1 

 

 

令和７年 第１１回宮代町教育委員会定例会会議録 

招集年月日 令和 7 年 11 月 28 日 午前 10時 30 分 開 催 場 所 役場 202 会議室 

開閉の日時 

及び宣告者 

令和 7 年 11 月 28 日 午前 10時 30 分 教 育 長 島村 圭一 

令和 7 年 11 月 28 日 午前 11時 22 分 教 育 長 島村 圭一 

議長代理 － 仮議長 － 会議録調製員 小川 雅也 

委員出席状況 議案説明等 

番号 氏    名 出席の有無 教育推進課長          田中啓之 

学校管理幹兼副課長（学校教育） 加藤裕一 

生涯学習室長          飯山保孝 

副課長（教育総務）       小川雅也 

教 育 長 島村 圭一 出席 

職務代理 深井 美智子 出席 

教育委員 瀧ヶ崎 隆司 出席 

教育委員 山田 鋭生 出席 

教育委員 大和田 由梨 出席 

議案件名 

概要報告 

（１）概要報告 

事務局報告 

(１)学校教育関係 

ア １２月の行事予定について 

イ １２月の事業予定について 

(２)生涯学習関係 

ア １２・１月の事業予定について 

報告案件 

教育長職務代理者の指名について 

審議案件 

（１）議案第２２号 

宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規則について 

（２）議案第２３号 

宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 

傍聴者 0名 
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開 会 午前 10 時 30 分 

１ 開会の宣言 

 島村教育長 令和７年第１１回定例教育委員会をこれより開会いたします。 

 （委員の出席を確認） 

２ 挨拶  

 島村教育長 （挨拶） 

３ 概要報告 

 島村教育長 前回定例会以降の概要につきまして、事務局より報告します。 

小川副課長 （資料により概要報告を行う。） 

島村教育長 次に、４ 事務局報告に移ります。 

（１） 学校教育関係について、説明をお願いします。 

４ 事務局報告 

（１）学校教育関係 

 加藤学校管理幹 （１） 学校教育関係 

ア １２月の行事予定について 

イ １２月の事業予定について 

（資料に沿って説明を行う。） 

島村教育長 

深井委員 

加藤学校管理幹 

瀧ヶ崎委員 

加藤学校管理幹 

 

山田委員 

加藤学校管理幹 

瀧ヶ崎委員 

加藤学校管理幹 

山田委員 

加藤学校管理幹 

島村教育長 

 

ただいまの報告に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

２日の学校公開は、保護者の方が参観するということでしょうか。 

保護者が対象です。 

１０日のヤングケアラーサポートプラスの具体的な内容を教えてください。 

県から講師が派遣されて、ヤングケアラーであった方や専門の方が町内の学校で講

演会を行うものです。 

子供に対しての講演なのでしょうか。 

子供に対しての講演となっています。 

４日の校内学力調査とありますが、これまでもあったのでしょうか。 

これまでも実施しています。 

校内学力調査の対象学年と役立て方を教えてください。 

全学年です。来年度のクラス分け等に活用します。 

ほかに、御質問等はございますか。 

（質問等なし） 

 次に、（２）生涯学習関係について、説明をお願いします。 

（２）生涯学習関係 

 飯山室長 （２）生涯学習関係 

１２月・１月の事業予定について 

（資料に沿って説明を行う。） 
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島村教育長 

 

ただいまの報告に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

（質問等なし） 

次に、報告案件に入ります。 

教育長職務代理者の指名について、説明をお願いします。 

５ 報告案件 

 教育長職務代理者の指名について 

 小川副課長 

 

島村教育長 

５ 報告案件  教育長職務代理者の指名について 

（資料に沿って説明を行う。） 

ただいまの報告に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

（質問等なし） 

次に、審議案件に入ります。 

議案第２２号 宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一

部を改正する規則について、説明をお願いします。 

６ 審議案件 

（１）議案第２２号 宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一部を改正する規

則について 

 小川副課長 

 

 

島村教育長 

議案第２２号 宮代町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則の一

部を改正する規則について 

（資料に沿って説明を行う。） 

ただいまの説明に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

（質問等なし） 

では、お諮りします。 

議案第２２号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

続きまして議案第２３号宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令に

ついて、説明をお願いします。 

（２）議案第２３号 

宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

 加藤学校管理幹 

 

島村教育長 

山田委員 

加藤学校管理幹 

島村教育長 

議案第２３号 宮代町立小・中学校職員服務規程の一部を改正する訓令について 

（資料に沿って説明を行う。） 

ただいまの説明に対して、御質問、御意見をお受けいたします。 

非常勤職員に適用しない条項の内容を教えてください。 

第５条が服務宣誓、第１０条が休暇、第１４条から１６条が休職関係です。 

ほかに、御質問等はございますか。 

（質問等なし） 

では、お諮りします。 

議案第２３号について、原案のとおり可決として良いでしょうか。 



4 

 

（異議なし） 

承認をいただきました。 

次に、その他に移ります。事務局から何かあればお願いします。 

７ その他 

 

 

小川副課長 

 

加藤学校管理幹 

・須賀小学校再整備実施設計の進捗状況について 

・宮代町教育大綱・宮代町教育振興基本計画」パブリックコメントの募集について 

・インフルエンザの感染状況について 

８ 次回教育委員会について 

 小川副課長 次回は、１２月１８日（木）午後５時から 役場２０２会議室を予定 

９ 閉会 

（閉会 午前 11 時 22 分） 

 


